
(①又は②の場合)

）

）

）

今後の方向性の具体的内容

市 長 指 示 事 項 等

千円

進捗状況 進捗状況の具体的内容・未着手の理由

千円 千円総事業費 千円 千円 千円

平成26年度展開方針（年度別事業内容） 平成23年度（参考） 平成24年度 平成25年度

今後の方向性

01

01

総
合
計
画

政 策

施 策

基 本 政 策 会計ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

障害者福祉費

番号 所属長名部名

重度心身障害者訪問看護ステーション利用料助成事業

枝番号

0006 棚倉　孝三

住み慣れた地域での自立生活の支援

以降

根拠法令要綱等

Ｂ Ｃ

西脇市重度心身障害者（児）訪問看護ステーション利用料助成事業実施規程

課名

福祉総務課

03

02

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

款06

◆◇◆　事　務　事　業　評　価　票　◆◇◆

民生費

01 社会福祉費項

01 一般会計財
務
科
目

地域でともに暮らす障害者福祉の充実

目

①

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画　施策シート ◆◇◆

企画政策課
意　　　　 見

基
本
事
項

福祉生活部

事務事業名

市内の訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業を利用した者に対し、健康保険法の自己負担率に応じた助成額を定め、申
請に基づき月４回の利用分まで助成する。
助成額は、自己負担額（診療額に保険法に定められた自己負担率を乗じて得た額）から600円（２回以上利用の場合は1,200円）を除
した額（市内にある訪問看護ステーション　３箇所）

完了予定年度事業開始年度 平成１０ 年度

③

根拠法令要綱等

Ａ

委託の場合

事
務
事
業
の
概
要 ②

補助・単独

実施形態

根拠条例等

法令名・根拠条文

根拠条例等

（該当業務：正規職員が関与すべき法的義務性

市内の訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業を利用した重度
心身障害者（児）に対してその利用料の一部を助成することにより、他
の医療機関で訪問看護を受診した場合の福祉医療費と同等程度の利
用料負担とし、本人や家族の負担軽減と適切な医療機会を確保する。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

年度未定

事業の目的（どういう状態にしたいのか）
身障１、２級、知的Ａ判定及び精神１級の重度障害者で、通院が困
難なため市内に設置する訪問看護ステーションが実施する訪問看
護事業を利用した者

行動計画掲載
（企画政策課）

なし あり 

直営 一部委託 その他（ 補助・負担金 全部委託 

入札 随意契約（契約先： 

新規 継続 単年度 

単費上乗せ有り 

義務実施事業 

努力義務実施事業 

任意実施事業 

国・県の補助金有り 市単独 

経常 臨時 

① 現状どおり継続 

② 拡充 

③ 改善・見直し 

④ 縮小・廃止 

① 計画どおり（以上）進行 

② 計画よりも遅延 

③ 未着手 

 Ａ  Ｂ  Ｃ 
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平成24年度評価実施：

単価
達成度

34件

3人
145千円

目標値

達成度

％

助成件数

名称

説明

名称

12,794円

実績値

成
果
指
標

（
目
標

）

①
利用者数

目標値

実績値

単価

説明

実績値

助成した延べ件数

(G)

総コスト[(A)+(C)+(E)] (F)

0.02一般職員所要人員

事
務
事
業
デ
ー

タ

(C)

千円

一般財源

0.02

千円 0 0

156

0

千円 156

1
１ 実施主体の妥当性

サービスの実利用者数
単価

目標値

市民ニーズの把握
４

2人 3人 3人3人目標値

0.0%

単価
達成度

受益者負担率[(G)/(F)] (H) 0.0%

435

256 279

0

256

0

411

279

0

22年度 26年度25年度

0

383

383

00

383

383

人

特定財源

23年度 24年度

411

単位

嘱託・臨時職員所要人員 (D)

(A)

(B)

特定財源

一般財源

事業費(決算額)

活
動
指
標

（
目
標

）

名称

説明

名称

説明

①

②

0

383

383

383

137千円
達成度

3人

383

受益者負担の適切さ ５ 市民ニーズの把握

事業の優先度（緊急性）
直接のサービスの相手方

４
２

事業の必要性
受益者負担の適切さ ５

実績値

(A')事業費(予算額または見込額）

千円

一般人件費[平均給与×(B)]

②

受益者負担額

人 0.00 0.00
嘱託・臨時人件費[平均賃金×(D)] (E) 千円 0

412

総
合
評
価

１
次
評
価

判
断
理
由

改
善
策

評価結果

評価
ポイ
ント

　医療機関が実施する訪問看護費は福祉医療の対象となり自己負担が軽減されるのに対し、訪問
看護ステーションが実施する訪問看護費は福祉医療の対象とならない制度上の不公平性をなくす
ための助成制度であるため、継続実施とする。
　訪問看護は、通院困難な重度心身障害者（児）の在宅介護にとって必要である。

２
次
評
価

評価
ポイ
ント

事業の優先度（緊急性） ２ 事業の必要性 １ 実施主体の妥当性 ４
１

総
合
評
価

評価結果 判
断
理
由

　多くの訪問看護を必要としている障害者がいる中、訪問看護ステーションを利用するわずか３名程度の利用者
のために補助制度を設けることは、担当課の説明する「制度上の不公平性」を逆に助長することも考えられる。
　また、訪問看護ステーションを利用することが必須であることに対する合理的な説明に欠けること、そして、近
隣自治体に同様の制度がないことも踏まえ、廃止に向けた抜本的な見直しが必要である。

改
善
策

　利用者にとっては、現在利用中の社会福祉協議会の看護師との人間関係もあり、医療機関が実
施する訪問看護への移行は難しい状況も理解できるが、福祉医療制度の趣旨から考えると、医療
機関の訪問看護への移行に向けた早急な調整を行う必要がある。

直接のサービスの相手方 ２

３
次
評
価

評価
ポイ
ント

事業の優先度（緊急性）
直接のサービスの相手方

総
合
評
価

評価結果 判
断
理
由

市民ニーズの把握
事業の必要性 実施主体の妥当性

改
善
策

受益者負担の適切さ

拡充 

継続実施 

改善・見直し 

抜本的見直し 

休止・廃止 

拡充 

継続実施 

改善・見直し 

抜本的見直し 

休止・廃止 

拡充 

継続実施 

改善・見直し 

抜本的見直し 

休止・廃止 
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